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株式会社オーハシテクニカ 

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を 

いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。 



 

 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制（以下「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況 

(1)「内部統制システム構築の基本方針」 

上記体制整備のため、取締役会にて決議いたしました「内部統制システム構築の基本方針」は、以下の

とおりです。 

① 当社及び子会社における取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 

イ. 企業として法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動をするべく、オーハシテクニカグループ｢企業

行動憲章｣を制定し、また役員及び全従業員を対象とした行動指針として、オーハシテクニカグルー

プ「コンプライアンスガイドライン」を定め、当社及び子会社内で周知徹底を図る。 

ロ. グループ全体の業務の適正を確保するため、社長直轄の「内部統制統括部」を設置し、関係部門と

協力して内部統制の整備・運用状況の評価を行う。 

ハ. コンプライアンス担当部署として、内部統制統括部の下にコンプライアンス・リスク管理チーム

を、更に内部統制全般、コンプライアンス、リスク管理に関する重要問題を討議するための常設協

議機関として「内部統制委員会」を設置する。 

ニ．法令・定款・諸規則並びに規定に違反する行為を早期に発見し是正することを目的とする内部通報

制度において、社内通報窓口に加え、社外の弁護士を直接の情報受領者とする社外通報窓口（ホッ

トライン）を設置し、運用を行う。 

ホ. 内部監査部門により、子会社も含め実効性のある業務監査を実施する。 

 

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役の職務執行に係る情報については、文書により保存し、これらは別途定める文書管理取扱要

領に基づき保存・管理するものとする。取締役は、いつでもこれらの文書を閲覧できるものとする。 

 

③ 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

 内部統制を管轄する組織の中に、リスク管理を統括する部門であるコンプライアンス・リスク管理

チームを置き、リスク管理規定を定め、当社及び子会社を含めた管理体制の構築・運用を行う。併せ

て内部監査部門が部門ごとのリスク管理の状況を監査し、改善に努める。 

 また自然災害やシステム障害等に備え、緊急時の対策マニュアルとして「事業継続計画」

（Business Continuity Plan）の策定及び見直しを行い、予測リスクの極小化及び最短時間での基

幹業務の復旧を図るための体制を整備する。 

 

④ 当社及び子会社における取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ. 取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、毎月１回、定時取締役

会を開催するほか、適宜、臨時取締役会を開催する。また、経営に関する重要事項については、事

前に経営戦略会議において審議を行い、その審議を経て取締役会で決定する。 

ロ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定、業務分掌規定、職務権限規定において、

当社及び子会社を含め、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。 

ハ. 取締役会において決定された中期経営計画及び年度業務計画については、社内取締役、執行役員、

各事業部門長から構成された主管業務報告会において、毎月１回、業績並びに課題を報告させ、具

体的な対策・指導を実施する。 

ニ. 子会社の経営に関する重要事項については、必要に応じ事前に経営戦略会議における審議を経て、

取締役会で決定する。 

 

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

イ. 国内及び海外の子会社の管理については、「国内関係会社管理要領」「海外関係会社管理要領」に

基づき、各子会社の事業を所管する事業部門と連携して各社における内部統制の実効性を高める施

策を実施する。また、必要に応じて取締役及び監査役に就任することを含め、各社への指導、支援

を行う。 

ロ. 子会社から担当役員への報告事項を、上記各管理要領に定め、これを受けて担当役員が取締役会に

報告する。また、海外子会社社長を、定期的に本社に招集してグローバル経営戦略会議を開催し、

子会社社長からの報告を受け、当社取締役による指示・指導を実施する。 
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ハ. 更に、子会社の業務活動全般についても内部監査の対象とし、グループとしての内部管理体制の構

築を推進する。 

 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項と、当該取締役及び使用人の他の取

締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項、並びに、当該取締役及び使用人

に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項 

 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の設置について、監査等委員会から要請があっ

た場合、その任命、評価、異動、懲戒等の決定に当たっては、事前に監査等委員会の同意を得た上で

決定すること、また、当該取締役及び使用人は当該業務に関して監査等委員会の指揮命令に従うこと

とし、他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保するものとする。 

 

⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会

への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ. 当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受

けた者は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項、役職員による不正行為や重要な法

令・定款違反を発見した時、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が発生した場合

は、監査等委員会に報告することとする。また前記に関わらず選定監査等委員はいつでも必要に応

じて、前記の者に対して報告を求めることができることとする。 

ロ. 監査等委員は、重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営戦略会議

その他の重要な会議に出席するとともに、選定監査等委員は、必要に応じて当社の取締役及び使用

人、並びに子会社の取締役、監査役、使用人に対してその説明を求めることができるものとする。 

ハ. 監査等委員は、会計監査人、内部監査部門、グループ各社監査役と情報交換に努め、連携して当社

及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。 

ニ. 監査等委員会や通報窓口へ通報を行った者に対し、通報したことを理由としていかなる不利益をも

課してはならない旨定め、役職員に周知徹底する。 

ホ. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または償還に関しては、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務の執

行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、速やかに処理する。 

 

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制 

 当社並びに子会社から成る企業集団は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築

し適切な運用に努めるとともに、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善を図るも

のとする。 

 

⑨ 反社会的勢力を排除するための体制 

イ. オーハシテクニカグループ「企業行動憲章」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会

的勢力及び団体に対しては、断固たる決意で一切の関係を遮断する。 

ロ. 反社会的勢力に対しては、組織をあげて断固として対決するために、経営トップによる絶縁宣言を

行うとともに、不当要求防止責任者の設置、外部専門機関との連携、関係会社も含めた反社会的勢

力排除にむけた教育、啓発活動を実施する。 

 

（2)「内部統制システムの運用状況」 

当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりです。 

 

① 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ. オーハシテクニカグループ「コンプライアンスガイドライン」の朝礼での唱和、当社グループ役職

員を対象としたコンプライアンス教育の継続的実施等により、コンプライアンス意識の浸透を図っ

ております。 

ロ. 法令違反行為、社内規定違反行為を早期に発見し是正することを目的とし、社内の内部統制統括

部、常勤監査等委員または社外の法律事務所を窓口とする内部通報制度を運用しております。 
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ハ. 内部監査部門である内部統制統括部により、年度監査計画に基づき、子会社も含め内部監査(内部統

制監査及び業務監査)を実施し、必要に応じて改善を求め、その結果を確認することとしています。

監査結果については、代表取締役社長に都度報告されるとともに、常勤監査等委員にもすべて報告

されております。これらの総括に関し、代表取締役社長を委員長とし関連本部部長から構成される

「内部統制委員会」の場で報告の上、課題や対策について協議し、別途、監査等委員会にも報告し

ております。また、内部統制統括部は、内部監査の実効性を確保するための取組として、その活動

状況を四半期ごとに取締役会に報告しております。 

 

② 損失の危険の管理に関する体制 

 各部門ごとのリスク管理の状況につき、月次で開催する主管業務報告会にて主要部門長からの報告

を行い、取締役による監督を受けております。また、内部統制統括部による監査結果報告を受け、内

部統制委員会において協議しております。 

 

③ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社では毎月1回の定時取締役会及び必要に応じ開催する臨時取締役会も含め、2025年度、合計19

回の取締役会を開催いたしました。また、取締役会に先立って重要事項について審議する経営戦略会

議を合計22回開催いたしました。これらを通じ、取締役の職務執行の効率性、適正性についての監督

を行っております。 

 

④ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

イ. 子会社の管理状況に関しては、担当役員がとりまとめて取締役会に月次で報告しております。ま

た、定期的に（半期毎）グローバル経営戦略会議を開催し、海外子会社社長からの報告を受けて、

当社取締役による指示・指導を実施しております。 

ロ. 内部監査部門である内部統制統括部が、国内外子会社５社の内部監査を実施いたしました。 

 

⑤ 監査等委員会の実効的な監査を確保するための体制 

イ. 常勤監査等委員を通報窓口の一つと指定している他、内部通報を社外窓口である法律事務所にて受

け付けた場合も、社内窓口である内部統制統括部を経由して、必ず常勤監査等委員に情報が集まる

仕組みとし、運用しております。また通報したことを理由として不利益を課してはならない旨、運

営要領に定め、周知徹底しております。 

ロ. 常勤監査等委員は、取締役会、経営戦略会議等の重要な社内会議に出席し、子会社を含めた情報を

収集している他、会計監査人、内部監査部門と、定期的に情報交換を行い、監査の実効性を確保し

ております。 

 

 

3



連結株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：千円）

株 主資本

資本金 資本 剰余金 利益剰余金 自己株式 株 主資本合計

当期首残高 1,825,671 1,611,240 28,323,689 △477,486 31.283,114 

当期変動額

剰余金の配当 △914,377 △914,377

親当会期社純利
株 主
益

に帰属する 2,084,646 2,084.646 

自己株式の取得 △293,749 △293,749 

自己株式の消却 △583,887 583,887 

株
当期

主
変
資

動
本額以外（純の額項） 目 の

当期変動額合計 586,380 290,138 876,519 

当期末残高 1,825.671 1,611,240 28,910,069 △187,347 32,159,633 

そ の他の包括利益累計額
非吝9訂株

そ券の評
価
他有差価額金

証 調為替整換勘算定 退る
職調給整付

累計
に係額 そ累の計他の額包括合利伍t 

純
資産合計

持 分

当期首残高 789,962 7,023.212 49,156 7,862.331 508.289 39,653.735 

当期変動額

剰余金の配当 △914,377

親当会期社純株
利

主益に帰属する 2,084,646 

自己株式の取得 △293,749

自己株式の消却

株
期

主
変

資
動額本以（純外額の） 項 目 の 当 △30,373 555,147 △16,126 508.647 20.415 529,062 

当期変動額合計 △30,373 555,147 △16,126 508,647 20.415 1.405,582 

当期末残高 759,589 7,578,359 33,029 8,370,979 528,704 41,059,317 

4



5



6



7



8



9



10



株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
（単位：千円）

株主 資本

資本剰余金 利益剰余金
資本金 そ の 他資資本剰余金 その他利益剰余金 利 益 剰 余 金

資 本準備金
本 剰 余 金 合 計 利益準備金 圧縮積立金別途積立金繰赳利益剰余金 合 計

当期首残高 1,825,671 1,611,444 - 1.611,444 147.356 157,876 7,970,000 8.227.024 16,502.257 

当期変動額

圧縮積立金の取崩 △8.141 8.141 

剰余金の配当 △914.377 △914,377 

当期純利益 1.579.700 1.579.700 

自己株式の取得

自己株式の消却 △583,887 △583,887 
株
の

主

当
資
期

本
変

以
動

外
額

の（純
項
額

目

当期変動額合計 △8.141 89,576 81.434 

当期末残高 1,825,671 1,611,444 - 1,611,444 147,356 149,734 7,970,000 8,316.600 16,583,691 

株主 資本 評価・換算差額等

自 己 株 式 株 主 資 本 そ の他有価証券評 評価・換算差額等 純資産合計
合 計 価 差 額 金 合 計

当期首残高 △457.366 1 9,482,006 790.155 790,155 20,272,162 

当期変動額

圧縮積立金の取崩

剰余金の配当 △914,377 △914,377 

当期純利益 1,579,700 1,579,700 

自己株式の取得 △292.970 △292.970 △292,970 

自己株式の消却 583,887 

株
の

主

当
資
期

本
変

以
動

外
額

の（純
項
額

目 △43,521 △43,521 △43,521 

当期変動額合計 290,917 372,351 △43,521 △43.521 328,830 

当期末残高 △166.448 19,854,358 746.633 746,633 20,600,992 
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